
新町・古町地区の城下町の風情を感じられる町並みづくり事業について

城下町の風情を感じられる町並みづくりを進めるため、ガイドラインの策定を行い、本市では、平成２４年度（２０１２年度）から新町・古町地区内において、外観の修景の経費に
対し、助成事業を開始している。代表的な通りでは、新町・古町地区住民に町並み協定を締結していただき、モデル街区として認定している。

城下町の風情を感じられる町並みづくりガイドライン 城下町の風情を感じられる町並みづくり助成金交付要綱 これまでの取り組み

ガイドラインとは・・・
地域と熊本市が協働で町並みづくりに取り組んでいくため、町並みづ

くりの基本方針や保存・修景基準等を定めたもの。地域と協働で検討し、
熊本市がとりまとめ策定する。

ガイドラインの構成
①町並みづくりの基本方針
②町並みづくりの保存・修景基準
③町並み協定締結への取り組みについて

内容（抜粋）
①町並みづくりの基本方針
・城下町の歴史を感じさせる新町・古町の町屋を大切にしたい
・住民の心づかいで、城下町の風情が感じられる町並みを育てたい
・古いものと新しいものが調和する町並みを創っていきたい

②町並みづくりの保存・修景基準

ガイドラインに定める町並みづくりの基本方針や保存・修景基準に則り町並
み協定を締結し市長の認定を受けた地区で、町屋や一般建造物の外観の保
存・修景を行う者に対し、熊本市がその経費の一部を助成するために必要な
事項を定めたもの。
対象地区
新町・古町

助成対象行為
要綱で定める基準に沿って行う良好な外観の保存・修景に係る調査設計・

工事
助成対象者
伝統的様式建造物の所有者等
一般建造物の所有者等の場合にあっては、認定協定締結者

助成率・限度額

※モデル街区内の町屋等で所有者が市長認定の町並み協定の締結者である場合

平成23年度（２０１１年度）
■町並みづくり協議会
（全3回7月～10月）

■ガイドライン策定（3月）
■助成金交付要綱制定（3月）
平成24年度（２０１２年度）
■助成事業開始（4月）

助成箇所：10箇所
■モデル街区認定 4箇所
・万町通り（4月26日）
・小沢町通り（月.21日）
・唐人町通り（5月21日）
・段山町通り（7月26日）
平成25年度（２０１３年度）
■助成箇所：5箇所
■モデル街区認定 1箇所
・万町一丁目通り（4月30日）
平成26年度（２０１４年度）
■助成箇所：8箇所
平成27年度（２０１５年度）
■助成箇所：3箇所
平成28年度（２０１６年度）
■助成箇所：4箇所
■モデル街区認定 1箇所
・職人町通り（11.15）
平成30年度（２０１８年度）
■助成箇所：2箇所

令和２年度（２０２０年度）
■助成箇所：１箇所

令和３年度（２０２１年度）
■助成箇所：１箇所

令和４年度（２０２２年度）
■助成箇所：１箇所

令和５年（202３年）4月1日現在

助成箇所累計 ３５箇所
モデル街区認定 6箇所

助成区分 助成率 助成金限度額

町屋等 ２分の１ １５０万円※３００万円

モデル街区の一般建造物 ２分の１ １５０万円

新町・古町地区

モデル街区

景観重要建造物
・西村邸

景観形成建造物
・吉田松花堂
・長崎次郎書店
・ﾙｰﾂﾋﾟｭｱﾘｨ
・塩胡椒
・ﾋﾟｰｴｽｵﾗﾝｼﾞｭﾘ
・冨重写真所
・早川倉庫
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